
改訂された新高等学校学習指導要領に基づく

新教育課程の実施が２年後に迫ってきている。

その実施に向け各学校では新教育課程の編成

はほぼ固まり，指導内容等の具体的な展開手法

の検討が必要な時期であろう。

今次の学習指導要領の改訂は，新憲法下で制

定された教育基本法が社会の変化に対応すべく

６０年ぶりに改正された趣旨を踏まえたものであ

る。

また，この３月には，東北地方を中心に未曾

有の東日本大震災に見まわれ，多くの人命とと

もに生活基盤や社会基盤や生産基盤が甚大な被

害を受けた。その上に，原子力発電所からの放

射能汚染が，被災地の復旧・復興をこの上なく

困難にしている現状がある。

加えて我が国の経済は，アメリカの財政赤字

の課題と，ギリシャの財政赤字に端を発したユ

ーロ圏の財政問題が世界経済に暗い影を落とし，

ドルやユーロに対してかつてない円高傾向が続

いている。

この円高傾向が長びけば，わが国の国内生産

は特に中小企業を中心として崩壊し，企業は生

き残りをかけて，労賃が安く安定した労働力が

期待できるアジアの国々に進出していくしか道

がない状況になってきている。

このような状況は，国内の生産基盤を失うと
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ともにそこで働く人々の失業問題が心配される。

さらに，わが国の政治も政党間の駆け引きに

終始し，毎年首相が交代するような状況であり，

震災復興や財政赤字の課題をはじめ行政課題等

も山積している。

このような多くの課題を抱えた時代であるか

らこそ，将来のわが国を工業技術立国として支

え続ける優秀な技術者の育成ができるように，

今次の新教育課程の編成をする必要がある。

東日本大震災は，１９４５年の敗戦当時の状況に

比べれば，復興に向けて人材や資本や技術の投

入は期待できる状況である。政治的リーダーシ

ップの基に，東日本の復興を契機に，停滞して

いるわが国経済社会を再浮上させる足がかりと

し，戦後日本の第二期の安定した経済社会をこ

の十年間で実現することが期待される。

そして，世界の中で少子高齢化の最先端を進

んでいるわが国の有り様を定め，進んだ工業技

術力を生かし世界の国々の手本となるような，

すべての人々が真に豊かで，安心・安全といえ

る国づくりに取り組む契機としたい。

それには，何よりも学校教育において，誰で

もが将来の職業人として生きる力を身に付けら

れるという視点で，人材育成をする必要があり，

小学校段階から職業教育を意識した教育が必要

である。

１．工業技術教育充実の契機

新教育課程実施に向け工業技術教育の課題を探る
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そのための教科の新設や指導者養成や施設設

備費等が必要であり，近年減少してきた産業教

育振興関係予算の増額や新規の施策も必要であ

り，企業・財界等と連携した政治的な働きかけ

も求められる。

特に敗戦直後の教育は，新憲法下で教育基本

法や学校教育法が施行され，民主教育を旗印と

した六三制の義務教育が主流で，多くの人々が

貧しく，中学卒業と同時に８割の生徒が就職し

ていく時代であり，義務教育において職業教育

が大変大事にされていた。つまり，その時代は

生徒一人一人が「働くこと」を日常的に体験し

たり見聞きでき，職業生活が生徒たちの身近に

あった。

さらに戦後の職業教育の推進は，産業教育振

興法が昭和２６年（１９５１年）に制定され，工業

技術教育の推進にも大いに貢献してきた。

しかし，現代は高校は準義務化傾向を示し，

大学等に進学する生徒が７割を超えている。こ

の現状は，大学進学中心の教育を良しとし，子

どもたちから「働く」とか「職業」について考

える機会を学校教育は奪ってきた。そのため，

ニートやフリーターをはじめ，短期に離職する

人材を育てる結果になっているといえる。

遅ればせながら平成２３年１月３１日に，中教審

から「今後の学校教育におけるキャリア教育・

職業教育の在り方について」の答申が出された。

この視点を踏まえて教育課程を編成し，職業

教育について具体的な指導内容や指導方法を検

討する必要がある。

従来から，発達段階に応じて，学級活動や進

路指導を活用して，自己理解や自己の在り方，

生き方を考えさせる指導をしてきたが，それを

キャリア教育として体系化し，体験を主体とし

た指導の実現を目指している。小学校の段階か

らその発達段階に応じて，自己理解を基本とし

２．キャリア教育への取組

て，将来を見据えた生活や職業について実体験

を基として学習させたい。

高校段階で見ると，専門高校では職業教育の

前提として，キャリア教育でいう内容の指導は

従来から行われているが，主に普通高校におけ

る将来の進路選択や職業選択に関わる指導がな

されていないことが指摘されている。

改正された学校教育法では，第５１条の高等学

校の教育の目的に「進路に応じて」が加わり，

「高等学校は，中学校における教育の基礎の上

に，心身の発達及び進路に応じて，高度な普通

教育及び専門教育を施す…」の文言となったこ

とから考えれば，普通高校から就職する生徒に

対して，専門教育として職業教育を実施する義

務がある。

キャリア教育は，発達段階を考慮しつつすべ

ての児童・生徒・学生に等しく実施する教育課

程の編成が求められているが，その成果を上げ

るためには，指導する具体的な教科や分野等の

新設が求められる。

従来からよく用いられてきた，「すべての教

育活動において実施する」などの表現では，結

果的に「やらないこと」を助長する心配がある。

今回の大災害は東日本という特定の地域に被

害は集中しているが，原子力発電所からの放射

能の影響は，その風評被害を含め我が国はもと

より世界中の国々に広がっており，放射能漏れ

への対応が喫緊の課題になっている。

原子力発電については，安全神話が崩れてそ

の利用等に課題が投げかけられており，工業技

術教育においては特に原子力に関する指導内容

の取り扱い方の検討が必要である。さらに，エ

ネルギー問題の観点，環境問題の視点，安心・

安全の視点，施設で働く技術者に必要な資質等

についても指導内容・指導方法を検討する必要

がある。

３．原子力活用に対する指導内容の検討
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課題研究等の研究課題として取り上げること

も有効である。

日本の技術力は多くの分野で世界最高の水準

にもかかわらず，その技術力が日本の産業の国

際競争力に十分活かされていないといわれてい

る。国際競争力は，優れた技術を前提としなが

ら，ビジネスモデルや国際標準化など総合的な

知的財産マネジメントに支えられており，これ

からは「知を使う知」が求められている。

そこで，国は，２００５年度から知財人材育成に

関する各種施策として，知財専門人材の一層の

増加及びその能力の高度化，広域化や知財創出

及びマネジメント人材等の知財活用能力の高度

化を推進し，これらを通じ，技術力（ものづく

り力）と文化力（表現力）の総合力を身につけ

た人材の育成が必要であると指摘している。

今次の学習指導要領の改訂においては，専門

教科の目標には，「社会の発展を図る創造的な

能力と実践的な態度を育てる」ことが共通に明

記されており，知財教育の充実に取り組むこと

が専門学科の共通課題として上げられている。

また，初等中等教育段階は，知財教育として，

特許権や著作権などを一体化した知財教育教材

を特許庁が編集・出版し提供しており，各校と

も課題研究の場や部活等を活用して，知財の研

究指定校に名乗り出たり，テキスト教材を取り

寄せたりして，実践的研究に取り組む必要があ

る。

そこで，私が校長時代に教育委員会から予算

をもらい学校ぐるみで取り組んだ「アイデアコ

ンペ」の事例を紹介したい。

目的は，「生徒一人一人に日常的に考える機

会を与え，自信と意欲を身につけさせる」こと

であり，そのために日常生活や学校生活を見つ

め直させ，そこから生徒自らに『課題』を見つ

けさせ，その『改善』について考えさせ，その

４．知財教育の充実を推進する

アイデアを提案として募集し，よい提案を奨励

する機会を設けた。特に生徒の自主性や主体性

を育てる面から，生徒会とも連携を図るととも

に，家族間や生徒・教師間とのコミュニケーシ

ョンがいっそう深められるように，生徒だけで

なく，保護者や教職員からも募集し，PTAとの

共催で実施した。

この体験から，教科指導以外の場としては，

生徒たちの日常的な生活の場において，考える

習慣や考えさせる場を設定して指導する必要が

あると感じた。

２０１１年７月から一部東日本大震災被害地域

を除いて，テレビ放送のデジタル化に対応して

通信や放送の総合的な改善充実が図られており，

デジタルコンテンツやそのサービスの開発や提

供の充実が期待される。

学校教育に関しては，デジタル教科書をはじ

めとする情報通信技術の教育への活用の強化が

進められようとしている。

従来初等中等教育における情報教育の推進は，

情報に慣れ親しむことに主眼が置かれてきたが，

最近になって新型の電子黒板やタブレットパソ

コンや電子書籍リーダーなどデジタル教育に役

立つ製品とそのツールが開発されてきた。

そこで，特にネットワークを活用したデジタ

ル教科書の普及が話題になっており，すべての

子どもがデジタル教科書で学べる環境を整え，

主体的な学び方や学ぶ意欲を身につけるきっか

けになればと考える。

そのためには，紙の教科書やノートを併用し

ながらデジタル技術のメリットを生かし，教師

と生徒や生徒同士が互いにつながることで，教

え合い学び合う協働的な学習の場が促進でき，

容易に地域社会や他校との学びの交流を広げる

ことが期待される。さらに一人一人の生徒に対

応した指導などの強化にも期待したい。

５．デジタル教材の開発とその活用
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そのためには，機器の開発と同時に，ソフト

であるディジタル教材の開発が重要であり，か

つその開発教材の交流を推進できる体制づくり

が求められる。

工業高等学校には，そのための施設設備や専

門技術を持った教員が多くおり，工業科目に関

する学習指導の改善・充実を目指すデジタル教

材の開発の条件は整っている。

特に，生徒たちの自主的な学習態度の育成に

役立つコンテンツの開発を進め，各学校が相互

に連携しながら開発に協力し合う組織づくりが

必要である。

専門教科のコンテンツ開発の過去の事例とし

ては，平成１５年度に文部省委託を受けて，現場

で実践している先生方の協力を得て，「財団法

人コンピュータ教育開発センター（CEC）」が

主体となり，各専門教科毎に教材開発をした事

例がある。

私は工業科のコンテンツ開発の責任者として

係わり，多くの学校の先生方の協力を得て作成

した。

内容は，専門教科の学習指導要領に沿った教

育用コンテンツで，それぞれの専門教科の授業

で活用できるように，指導のポイントをわかり

やすく画像等で説明している。

また，実践事例では，開発した専門教科のコ

ンテンツを利用し，実際に授業に活用した実践

事例を指導案と動画等で，わかりやすく紹介し

ている。

これらの専門教科のコンテンツは，CECのホ

ームページの「CECが取り組んだ授業の成果」

から「高等学校専門教科コンテンツと実践事例」

の項目をクリックすると閲覧できるので，今後

の新しいデジタルコンテンツの開発に向けて活

用してほしいし，かつこれらを参考にして新し

いデジタル教材の開発に活かしたい。

（http://www.nctd.go.jp/senmon/jiei/kougyou.html）

具体的な指導事例の視点を以下に示す。

１） 記憶や暗記中心の学力を打破し，知識・

技術を活用できる能力を育成する。

具体的にはあらゆる学習場面で，基礎学力の

定着，言語活動の強化，考える力や工夫改善す

る態度の育成を図る。

２）「総合的な学習の時間」や「課題研究」が

その機能を果たさずマンネリ化していないか見

直し，その一層の強化を図る。

３） 学校設定教科及び学校設定科目（学校設

定教科・科目）が，各学校における特色ある教

育，特色ある学校づくりを進める仕組みの1つ

として，有効に活用されているか。安易な設定

になっていないか。

４） 地域の教育力の活用の強化を図る。

すべての就職希望の生徒には，地元企業での

インターンシップを体験させる。

また，地域の特色ある伝統技術・技能を習得

し，その継承に努力する。

５） 技術者倫理への対応としては，技術者と

しての社会的な責任を自覚させ，行動規範を身

につけさせる。その場合，学会等で定めている

倫理綱領等を参考にする。

専門学科の担当教諭が身に付けるべき専門性

は，時代の進展に対応し，「不易」の内容とと

もに特に「流行」の指導内容については，産業

界の動向や技術革新に気配りし，新しい知識や

技能を修得し，専門教科の改善充実に努める必

要がある。

その意味から，免許更新等の機会を活用し，

できるだけ大学や企業等の講習を受講し，新技

術等を身につけ，教員生活をリフレッシュして

ほしい。

７．自主研修を強化する

６．新教育課程を踏まえ具体的な指導内
容・方法を検討する
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